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　会員事業所に永く勤務し、事業所の発展に貢献した従業
員の皆様を表彰する「第63回優良従業員表彰式」を11月
19日（金）午後4時からブランニューキタカミで開催します。
　例年同時に開催している会員大会（講演会・懇親会）に
つきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、昨
年に続き開催を見送ることとしました。
　表彰式は適切な感染対策を講じて実施しますので、10月
8日（金）までに申請いただきますようお願いいたします。な
お、中止または表彰式当日受賞者が出席困難な場合は事
業所へ賞状・記念品をお届けします。

昨年度の優良従業員表彰式昨年度の優良従業員表彰式
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　岩手県が令和3年8月12日に発出した「新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言」に伴
う経営への影響拡大を踏まえ、令和3年9月13日より上限額が30万円⇒40万円（複数店
舗を有する場合　店舗数×40万円（最大200万円））へ引上げられました。
　岩手緊急事態宣言期間を含んだ対象期間（8月・9月）で再度売上減少額を算定し、売上減少
額がすでに支給を受けた支援金額を上回っている場合には、変更申請を行うことができ
ます。すでに支給を受けた支援金額を差し引いた額が追加支給額となります。

地域企業経営支援金（令和３年度事業）
岩手緊急事態宣言による上限額引上げ

要件を満たす対象期間
（連続する3ヵ月）

上限額引上げ前に申請された方
［変更申請］ 未申請の方

上限額
（複数店舗の場合）

1店舗につき40万円
（1事業所最大200万円）

支給金額

申請様式 計算表（40万円用）

変更申請書（様式3号） 申請書（様式1号）

誓約書誓約書（変更申請用）

※卸売業及び宿泊業については、従業員数に応じて上限額を設定できますが、対象期間に岩手緊急事態宣言期間
を含む場合は上限額40万円(最大200万円)に変更することができます。
　なお、ほかの業種と同様の様式での申請は可能です。（併用不可）

岩手緊急事態宣言期間（8月・9月の両方、もしくは、8月または9月）を含む
連続3か月

※8月・9月を含まない期間の申請は上限30万円

変更申請額（売上減少額と上限額の
いずれか少ない額）とすでに支給を
受けた支給金額との差額

売上減少額と上限額のいずれか少
ない額

【お問い合わせ先】 
　地域企業経営支援金事務局
　TEL 019-654-2390
　（平日９：30～17：00（祝日除く））

【募集要項（申請様式）】

当所ＨＰ地域企業経営支援金事務局ＨＰ
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きたかみ安心飲食店支援金
　岩手県が実施する「いわて飲食店安心認証」を受けた飲食店に対し、北上市が1店舗あたり20万円を交付します。

申請期間　令和3年9月1日～令和4年2月28日まで（必着）

【きたかみ安心飲食店支援金（20万円）に関するお問い合わせ】
北上市商工部商業観光課　0197-72-8240

【いわて飲食店安心認証取得に関するお問い合わせ】
いわて飲食店安心認証事務局　019-613-8009

【認証取得事業者支援金（10万円）に関するお問い合わせ】
認証取得事業者支援事業事務局　019-601-3077

月次支援金
給付額：法人等上限：20万円/月　個人上限：10万円/月
　　　　2019年または2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上
給付対象：①と②を満たす業種
①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けてい

ること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年ま

たは2020年の同じ月と比べて50％以上減少していること
例1） 宣言地域内の飲食店と反復継続した取引（直接・間接問わず）がある事業者（製造業、卸売業等）
例2） 宣言が発出されている地域から来訪する観光客と継続的に対応している旅行関連事業者（飲食店等）

8月分締切：～10月31日（事前確認の締切は10月26日となります）
9月分締切：～11月30日（事前確認の締切は11月25日となります）　   ※10月分以降についてはHPをご覧ください。

 申請は電子申請のみとなります。
 また、申請には認定機関での事前確認が必要です。
 詳細は月次支援金ＨＰをご覧ください。

※岩手県の認証取得事業
者支援金（1店舗あたり
10万円）とは異なり、併
給することが可能です。

月次支援金HP

 ①「いわて飲食店安心認証」を取得
 　⇒いわて飲食店安心認証HPから電子申請もしくは
　　 郵送・ＦＡＸ いわて飲食店安心認証HP

 ②支援金の申請
 　北上市ＨＰまたは当所ＨＰより申請書をダウンロード
 　　Ⅰ．申請書兼請求書
 　　Ⅱ．いわて飲食店安心認証通知（写）
 　　Ⅲ．振込先口座通帳（写）
 　を申請先（北上市商工部商業観光課）へ郵送する 北上市HP 当所HP

申
請
方
法
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申請様式や詳細については厚生労働省HPから
【お問い合わせ先】 
　雇用調整助成金コールセンター
　0120-60-3999（9：00～21：00）

岩手県最低賃金が改定されます

　「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」を
一定額以上引き上げ、設備投資など（機械設備、コンサ
ルティング導入や人材育成・教育訓練）を行った場合
にその費用の一部を支援する助成金です。

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、内容を大幅
に拡充します
　①45円コースを新設
　②年度内に２回目の申請が可能
　③上限加算の対象人数を10人まで拡大
●助成額　　最大600万円（コースにより異なります）
●助成率

●助成対象　設備投資など（機械設備、コンサルティ
ング導入や人材育成・教育訓練）

　業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最
も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年
10月から12月までの3か月間の休業については、休
業規模要件（1/40以上）を問わず支給します。

対象となる条件
　以下の①及び②の条件を満たす場合は、小規模の
休業（1/40未満）も対象。
①令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例
または地域特例の対象となる中小企業（令和3年1月8
日以降解雇等を行っていない場合に限る）であること
②事業場内最低賃金（当該事業場における雇入れ3月
を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたり
の賃金額。地域別最低賃金額との差が30円未満であ
る場合に限る）を令和3年7月16日以降、同年12月まで
の間に、30円以上引き上げること

業務改善助成金の拡充 最低賃金を引き上げた中小企業における
雇用調整助成金の要件緩和

生産性要件あり

900円未満

900円以上 3/4 4/5

4/5 9/10

通常事業場内最低賃金

　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定
め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなけ
ればならないとする制度です。
　地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の
事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最
低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。821円時間額

4 上記1,2,3が組み合わさっている場合

例えば、
基本給が日給で各手当（職務手当など）が月給の場合
❶ 基本給（日給）→ 2 の計算で時間額を出す
❷ 各手当（月給）→ 3 の計算で時間額を出す
❸ ❶と❷を合計した額≧最低賃金額（時間額）

3 月給の場合 ÷
月 給

円

1か月の平均所定労働時間

時間

2 日給の場合 ÷

＝

＝
日 給

円

1日の平均所定労働時間

時間

≧
時間額

円

最低賃金額（時間額）

円

≧
時間額

円

最低賃金額（時間額）

円

1 時間給の場合 ≧
時間給

円

最低賃金額（時間額）

円

最低賃金額との比較方法

令和3年10月2日から
28円
UP

【お問い合わせ先】 
　岩手労働局労働基準部賃金室
　019-604-3008

岩
手
県
最
低
賃
金

対象や支給要件等は厚生労働省HPから
【お問い合わせ先】 
　業務改善助成金コールセンター
　03-6388-6155（平日8：30～17：15）
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消費税インボイス制度　事前準備・対策講座
　消費税　適格請求書等保存方式（インボイス制
度）の登録申請受付が令和3年10月1日から開始さ
れることに併わせて、9月1日当所大会議室で事前
準備・対策講座を開催しました。
　今回は公認会計士の川口宏之氏を講師（オンライ
ン）に、課税事業者向けとして行い、インボイス制
度の概要から今後の対応策などを学びました。

　新型コロナウイルス政府支援施策対応講習会を
7月28日、北上オフィスプラザで開催しました。 
㈱Ideal Works代表取締役井出美由樹氏を講師に招
き、中小事業者に対する支援・主に事業再構築補助
金について説明を受け、補助事業の考え方や事業計
画の作り方などを学びました。

　経営計画作成支援セミナーを8月23日及び9月6
日、当所大会議室で開催しました。 ㈱高橋コンサ
ルティングオフィス代表取締役高橋雅裕氏を講師に
招き、販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持
続化補助金の概要、補助金申請に必須となる経営計
画書の作成ポイントなどを学びました。

政府支援施策対応講習会 経営計画作成支援セミナー

同封のチラシにてお申込ください

【日時】　令和3年10月26日（火）
　　　　14：00～17：00
【場所】　北上オフィスプラザ
　　　　　　 （オンライン講座）
【定員】　20名

インボイス制度
　　　事前準備・対策講座

免税事業者向け

●小規模事業者持続化補助金今後のスケジュール
〈一般型〉
第7回受付締切
第8回受付締切以降

第4回受付締切
第5回受付締切
第6回受付締切

2022年2月4日（金）
未定

2021年11月10日（水）
2022年1月12日（水）
2022年3月9日（水）

〈低感染リスクビジネス型〉

会 議 所 ニ ュ ー ス
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設備貸与制度のご案内
　（公財）いわて産業振興センターでは設備貸与制度の申込を受付しております。設備貸与とは岩手県内の
中小企業が必要とする設備（中古設備を含む）をセンターが企業に代わって購入し、長期、低利で割賦の形
態により貸与する制度です。

●制度の概要
　対象企業　　県内に事業所・工場を有する中小企業（企業組合・協業組合含む）
　貸付期間　　3年～10年（導入設備耐用年数上限）
　　　　　　　（条件3を満たせば10年以内で2年延長可能）
　貸付限度額　100万円～1億円（条件1を満たせば2億円）
　対象設備　　自社で使用する事業用設備（建物を除く）
　保証金　　　貸与額の10％（条件1を満たせば5％）（最終償還時に返済）
　利息　　　　年率1.20％～1.60％（固定金利）（申込企業の財務内容により決定）
　　　　　　　（条件2を満たせば－0.1％）
　連帯保証人　法人：代表者1人　個人：不要（経営者保証ガイドラインに準拠）

条件1
次の企業は貸付限度額が2億円に拡大、保証金が
5％に軽減されます。
①中小企業等経営強化法に基づく計画認定企業(経

営革新・異分野連携)
②中小企業地域資源活用促進法に基づく事業計画

認定企業
③農商工等連携促進法に基づく事業計画認定企業
④いわて希望応援ファンド、いわて農商工連携

ファンド採択企業
⑤自動車関連産業生産体制強化計画認定企業
⑥加工高に対する県内企業への外注比率が10％以

上の企業
⑦県内企業5社以上に下請発注している企業
⑧県内企業への下請発注額が1,000万円以上の企業
⑨今回の設備を設置することで⑥～⑧のいずれか

に該当する企業

条件2
次の企業は適用利率から0.1％引き下げされ、据
置期間を2年とすることが可能となります。
○東日本大震災で被災し、市町村等が発行する罹
災証書等の発行を受けている洋野町、久慈市、野
田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田
町、大槌町、釜石市、住田町、大船渡市、陸前高
田市の中小企業

条件3
次の企業は貸付期間を耐用年数プラス2年以内
（最長10年）とすることが可能となります。
○商工会及び商工会議所を経由して申込をした企業

岩手の県立病院でポスター広告を募集します！
　県立病院の建物内スペースに企業PRやプロモーションにご活用いただけるポスター広告枠をご用意しまし
た。県立病院は職員の他、診察や健康診断、予防接種等多くの患者さんやご家族が来院されています。
　広告募集は7月下旬以降、各県立病院毎に随時開始予定としておりますので、多くの皆様のご応募をお待
ちしております。
　料金及び応募方法等詳細については各県立病院ホームページ又は病院事務局へお気軽にお問い合わせくだ
さい。
○広告募集病院一覧

いわて産業振興
センターＨＰ

※枠数及び掲出場所は変更となる場合がありますので各県立病院のホームページ等でご確認願います。

      病院名 枠数※              掲出場所※              所在地     電話番号         病院ホームページ
 県立釜石病院 2 1階EVホール 釜石市甲子町10-483-6 0193-25-2011 http://www.kamaishi-hp.com/
 県立宮古病院 10 1階待合室・廊下 宮古市崎鍬ケ崎1-11-26 0193-62-4011 http://www.miyako-hp.jp/
 県立胆沢病院 2 1階玄関ホール 奥州市水沢字龍ケ馬場61 0197-35-2181 http://www.isawa-hp.com/
 県立磐井病院 2 交流の街（磐井病院側入口） 一関市狐禅寺字大平17 0191-53-2101 http://www.iwai-hp.com/
 県立遠野病院 3 1階内科前1階外科前トイレ入口 遠野市松崎町白岩14-74 0198-62-2222 http://www.tono-hospital.com/
 県立久慈病院 5 1階外来受付付近 久慈市旭町10-1 0194-53-6131 http://kuji-hp.com/
 県立中部病院 1 病院入口風除室 北上市村崎野17-10 0197-71-1511 http://chubu-hp.com/
 県立二戸病院 2 病院入口風除室1階EVホール 二戸市堀野字大川原毛38-2 0195-23-2191 https://www.ninohe-hp.net/
 県立一戸病院 2 1階EVホールEV内 一戸町一戸字砂森60-1 0195-33-3101 http://www.ichinohe-hp.com/
 県立軽米病院 2 中央待合ホール 軽米町大字軽米2-54-5 0195-46-2411 https://www.karumai-hospital.net/
 県立南光病院 2 交流の街（南光病院側入口） 一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3655 http://www.nanko-hp.net/
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　会話の中で、「それは違うのでは？」と思うこと
があっても、相手に遠慮して自分の意見を言えな
かった、関係性が悪くなるのではと我慢した、とい
うことがあると思います。相手との関係性を保つ
ために配慮したはずの対応が、人間関係を悪化さ
せることがあります。それは、本当の意味で分かり
合えていないからです。伝えないということは、相
手がこちらの意向を知る由もないということです。
よって、何か変えてほしいことがある状況にあって
も、変わることはありません。また、言いたいことを
飲み込むと、それだけでストレスもたまります。状
況も変わらず、相手も察してくれず、自分は我慢を
強いられる。さらにモヤモヤが増していきます。そ
んな状況を打破するための伝え方について、伝え
たいと思います。

「事実」を「シンプル」に「穏やか」に伝えるという原
則があります。この三つの基本を押さえることが最
善の方法です。
　まず、伝えたい「事実」を明確に話すこと。特にマ
イナスの情報の場合は、自分の感情や周囲の意
見などを交えて話してしまうと、相手も感情的に受
け止めてしまい、素直に聞き入れにくくなります。
感情論から入ると「言い訳やわがまま」に聞こえ

ます。事実関係から入ると「説明」として認識され
やすいので、まずは、事実を伝えましょう。気持ち
を伝えたいときはその後で。次に、シンプルに簡
潔に話すことです。回りくどい言い方や余計な情
報を入れずに伝えることで、伝えたい内容がクリ
アになります。率直に伝えることが失礼だと思った
り、相手を傷つけてしまうのではないかと考えて
遠慮したりすると、遠回しなやんわりとした言い方
に陥りがちですので注意しましょう。最後に、穏や
かに伝えることです。責めるような表情や口調で
は、言われている方も感情的になり、言いたいこと
が伝わらないどころか、反発心から対立してしまう
こともあります。
　伝えるのが苦手な人は、まずは、自分が何にモ
ヤモヤしているのかを明確にしましょう。それが明
らかになると、相手に「伝えるべき事実」がはっき
りしてくると思います。そして、違和感が小さなうち
に伝えるようにしたいですね。気持ちの余裕があ
るうちに伝えることも重要です。
　また、これらを実行するためには、普段から自分
の思いや考えを簡潔に言葉で伝えることを心掛
けましょう。言葉にする機会をたくさん持つことで、
伝える力が自然と上達します。

「上手な伝え方のコツ」

◇大野　萌子／おおの・もえこ
　法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ支援機構（メンタルアップマネージャ資格認定
機関）代表理事、産業カウンセラー、2級キャリアコンサルティング技能士。企業内健康管理室
カウンセラーとしての長年の現場経験を生かした、人間関係改善に必須のコミュニケーション、
ストレスマネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛省、文部科学省などの官公庁をはじ
め、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講演・研修を行い、机上の空論ではない

「生きたメンタルヘルス対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図
鑑』（サンマーク出版）ほか多数。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
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１０月・１１月の定例相談

※相談は事前の予約が必要で
す。あらかじめ電話でのご予
約をお願いいたします。

経営支援課 
　　　　☎６５-４２１１

「岩手県事業承継・引継ぎ支援センター」
定期移動相談会

日　時／１０月５日㈫ 、１２月７日㈫
　　　　１１：００～１５：００
場　所／北上商工会館　　　　
相談料／無 料（お問合わせ、申込は当所まで）

働き方改革個別相談
日　時／１０月１２日㈫、２６日㈫
　　　　１１月９日㈫
　　　　１０：００～１６：００
　　　　（正午から１３時までの休憩時間を除く）
場　所／北上商工会館
相談料／原則３回まで無料（事前申込必要）　　　

オンライン相談

日本政策金融公庫盛岡支店（国民生活事業）岩手県信用保証協会

１０月

１１月

時 間

６日㈬・１３日㈬・２０日㈬

１０日㈬・１７日㈬・２４日㈬

１０：００～１６：００

２０日㈬

２４日㈬

１３：００～１５：００

会会員員紹紹介介
ＣＡＦＥ ＬＡｕｂｅ

ローブ

北上市柳原町２－１－５４
営業時間　9時～18 時
定休日　無し

ドライブスルーで本格コーヒーを

一
番
人
気
の

「
カ
フ
ェ
ラ
テ
」

焙
煎
機
や
店
で
使
う
家

具
は
オ
ー
ナ
ー
の
手
に

よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
。「
店

や
コ
ー
ヒ
ー
は
自
分
の
作

品
の
よ
う
な
も
の
」と

話
す
明
戸
さ
ん

　ドライブスルーのコーヒースタンドとして2013年
に北上で産声を上げた「カフェ・ローブ」。イートイン
の2号店、盛岡に3号店、4号店と店舗を増やし、今年8
月に北上市柳原町に5号店がオープン。本格コーヒー
を手軽に買えるスポットとして人気を集めている。
　5号店は1号店以来となるドライブスルーのテイ
クアウト専門店。丁寧にハンドドリップで抽出する
「本日のオススメスペシャルティコーヒー」をはじ
め、自慢のカフェラテ、アレンジコーヒー、手作りス
イーツなどを販売している。オーナーの明戸一眞さ
んがこだわるのはコーヒー豆の鮮度。「人それぞれ
好みがあるからどの味がベストかは決められない。
でも鮮度なら決められる」と、豆は自作の焙煎機を
駆使して小まめに焙煎。焙煎したての味と香りを伝
えている。

　明戸さんは元会社員。好きなコーヒーを売りたい
と1号店を作り、当初は会社員との二足のわらじで
営業した。カフェに専念してからはメニュー開発や
出店にさらに力を入れ、2号店では旬のフルーツを
生かした手作りスイーツが評判に。今後はコーヒー
に合う和菓子を出してみたいという。「やりたい仕事
を見つけて始めたからには楽しくチャレンジし続け
たい」と話す明戸さん。「これからもスタッフ一同気
持ちを込めておいしいコーヒーを提供していきた
い」と意気込んでいる。

※上記は5号店の情報です。営業時間
や休みは店によって異なります
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北上商工会議所 TEL 0197-65-4211　　FAX 0197-64-2656
〒024-0031　北上市青柳町二丁目１番８号

http://www.kitakamicci.jp/

北上商工会議所Webサイト

北上商工会議所

Facebook Twitter
補助金・助成金制度
の紹介、セミナー等
のお知らせ、地域情
報など更新しており
ます。


